
 

２．９ 客室 
 

 

◆設計の考え方◆ 
 
・高齢者･障害者等が、障害のない人と同様に外出･旅行等の機会を享受できる環境の整備が求め

られている。 

・宿泊機能を有する建築物においては、高齢者・障害者等が円滑に利用できる客室を設けること

が必要である。 

・様々な客室のバリエーションを備えることによって利用者を拡大できる。設計にあたっては、

宿泊施設の運営やサービス等ソフト面での対応を考慮することが重要である。 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

●ツインルームの例 
ベッドは移動しやすいものとする 手すりの設置 

低めのタオル掛け 

両側に手すりの設置 

面取り 

音声案内、振動装置等の 

設置又は貸し出し 

面取り 

荷物置場 

低い高さにあるワードロープ

可動テーブル 

有効80cm以上 

大きめの鏡 

通 路 

下部にフットレスト 

当たりの入るスペース 

移動台（固定

又は可動） 

テーブルの高さは70cm程度とし、 

引出式の収納が利用しやすい 

アイスコープNoプレート

（点字付）

高さの低い

アイスコープ

レバーハンドル

（手動ロック）

ドアクローザーは開閉速度が 

調整できるものがよい 

●障害者に配慮した客室 

ドアの例（外観） 

●ベッドの高さ 

●コンセント、スイッチの高さの例 

インターホン 

スイッチ・押しボタン 

ベッド周辺 

引張りスイッチ

コンセント

電話・アンテナ

40～110cm程度の範囲に納める。 

立位使用者も考慮した高さとす 

る。鍵は上下２カ所に設ける等 

工夫する。

40～50cm程度


